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特 記 仕 様 書 

 

工事番号  令和５年度  北建第８号 

工 事 名   余呉町八戸消雪ポンプ更新工事 

工事場所   長浜市余呉町八戸 

 

第１条 本工事の施工にあたっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和２年４月滋賀県）」

（以下「共通仕様書」という。）および「一般土木工事等共通仕様書付則（令和５年４

月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）および本特記仕様書によるものとす

る。 

 

第２条 共通仕様書ならびに付則において、「滋賀県が発注する土木工事等」は「長浜市

が発注する土木工事等」に、「滋賀県建設工事請負契約約款」は「長浜市建設工事請負

契約約款」に、「滋賀県建設工事監督要領」は「長浜市建設工事監督要領」に、「滋賀

県建設工事検査要領」は「長浜市工事検査規程」に、それぞれ読み替えるものとする。 

  

第３条 「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」の徹底を図り、適正

な施工体制を確保するため、現場代理人および主任（監理）技術者と受注者との直接的

な雇用関係の確認を行う。 

１．「配置予定技術者等届」を入札後、契約締結までに提出すること。なお現場代理人お

よび主任（監理）技術者と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（社会保険、

雇用保険の写し等）を添付すること。 

２．専任の主任技術者および監理技術者は、入札執行日以前、３箇月以上の雇用関係にあ

ること。 

３．長浜市建設工事請負契約約款（以下「約款」という。）第１０条第３項の規定に基づ

く現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における現場代理人が他の工事

の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める「※長浜市現場代理人の常駐に関する運

用基準」による。 

   ※長浜市現場代理人の常駐に関する運用基準 

     長浜市ホームページ 

      https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001587.html 

４．主任技術者の資格は以下のとおりとする。 

（１）建設業法（第２６条）による主任技術者の資格は、以下のとおりである。 

１）実務経験年数による場合は、経歴書を提出すること。 

      ①大学卒〔指定学科〕   ３年以上の実務経験 

      ②高校卒〔指定学科〕   ５年以上の実務経験 

      ③そ の 他       １０年以上の実務経験 

２）資格等による場合は、資格者証の写しを添付すること。 

      ①建設業法「技術検定」 

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001587.html


５．当該工事における現場代理人と主任（監理）技術者を兼ねることができる。 

６．現場代理人は、建設業法第７条第１項第２号に定められた技術者（営業所における専

任の技術者）でないこと。 

 

第４条 長浜市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について 

（「不当介入に関する通報制度」の徹底について） 

１．受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対

して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業

務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時

点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。 

２．受注者は前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別

紙様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、

十分に指導を行うものとする。 

３．受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が

生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

 

第５条 主任技術者又は監理技術者を専任すべき工事において専任を要しない期間 

１．請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の

工事現場への専任を要しない。 

なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せに

おいて定める。 

 

２．約款第３０条第１項の規定に基づく完成した旨の通知を受け、監督員が完成確認した

翌日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ

の専任を要しない。 

 なお、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監

理技術者等の工事現場への専任を要しない。 

 

第６条 本工事の施工にあたっては、環境に与える影響を十分認識し、適切な環境配慮を

行うため特記事項を遵守し施工すること。 

 

第７条 共通仕様書および付則に対する特記事項は、次のとおりとする。 

  



記 

 

第１編 共 通 編 

 

第１章 総 則 

 

第１節 総 則 

 

１－１－１－３ 設計図書の照査等 

 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第１７条第１項第１号

から第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事

実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 

 確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むもの

とし、監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければ

ならない。 

 なお、受注者は、設計図書の照査を行わないで現場に着手してはならず、該当する事実

がない場合でも、設計図書の照査に関する測量結果等の資料を監督職員に提出すること。 

 

１－１－１－４ 施工計画書 

 施工計画書の作成にあたっては、「施工計画書作成要領（案）」によるものとするが、

下記事項及び共通仕様書により別途規定がある場合は、その内容を追記するものとする。 

また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合も、同様とする。 

ただし、当初請負代金額が２５０万円未満の工事については、「計画工程表」、「現場

組織表」、「主要資材」、「緊急時の体制及び対応」及び「再生資源の利用の促進と建設

副産物の適正処理方法」を提出するものとする。 

 

１．（１１）交通管理 

受注者は、｢施工計画書作成要領（案）｣を参考に、必ずダンプトラック等の過積載防止

対策について記載するものとする。 

 

１－１－１－５ コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録 

 受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事につい

て、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績

情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信

し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０

日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日

以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、訂正時は適

宜登録機関に登録をしなければならない。 

登録対象は、工事請負代金額５００万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂

正時にそれぞれ登録するものとする。 



なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金

のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はコリンズ登録時に監督職員にメール送信さ

れる。 

なお、変更時と工事完成時の間が１０日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たな

い場合は、変更時の登録申請を省略できる。 

 

１－１－１－７ 工事用地等の使用 

 受注者は、民地へ立入る場合、民地を工事用地にする場合には、必ず地権者および居住

者の了解を得ること。 

 

１－１－１－８ 工事の着手 

 受注者は、特記事項に定めのある場合を除き、特別な事情がない限り、契約書に定める

工事始期日以降３０日以内に工事着手しなければならない。 

 

１－１－１－９ 工事の下請負 

共通仕様書において、「滋賀県の工事指名競争参加資格者である場合には」とあるのは

「長浜市の建設工事競争入札参加資格者である場合には」と読み替えるものとする。 

 

１－１－１－１４ 設計図書の変更 

（熱中症対策に資する現場管理費の補正） 

１．本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う工事である。 

２．監督職員と協議のうえ基準日を定め、基準日から工期末までの期間のうち、５月１日 

から９月３０日までの期間における真夏日にあたる日数を計測すること。 

３．受注者は、施工計画書を提出する際に、本工事の工事期間中における真夏日の計測方 

法および観測箇所、基準日を明示すること。 

４．真夏日とは５月１日から９月３０日における日最高気温が３０℃以上の日をいう。 

ただし、夜間工事の場合は５月１日から９月３０日までの期間における作業時間帯の 

最高気温が３０℃以上の場合とする。 

なお、ＷＢＧＴを用いて真夏日を計測する場合は、ＷＢＧＴが２５℃以上となる日数 

を真夏日とみなす。 

５．工期とは、工事の始期日から終期日までの日数をいう。ただし、年末年始６日間、夏 

季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、 

工事の始期日から着手日までの期間、工事の終期日より２０日前の期間は含まない。 

６．対象期間内の真夏日率の算出の考え方は、次のとおりとする。 

真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日日数 ÷ 工期 

７．真夏日日数を確認後、現場管理費率を補正し、約款第２３条の規定に基づき請負代金

額を変更する。 

 

１－１－１－２６ 工事中の安全確保 



（安全訓練等） 

（１）安全・訓練等の実施 

   本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、下記の項目から実施内

容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。 

１．安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

２．当該工事内容等の周知徹底 

３．工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

４．当該工事における災害対策訓練 

５．当該工事現場で予想される事故対策 

６．その他、安全・訓練等として必要な事項 

 

（２）安全・訓練等に関する施工計画の作成 

   受注者は、工事の内容に応じた安全教育および安全訓練等の具体的な計画を作成し、

施工計画書に記載して、監督職員に提出しなければならない。 

 

（３）安全・訓練等の実施状況報告 

   受注者は、安全教育および安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報

告等に記録した資料を整備および保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示

するものとする。 

 

１－１－１－３０ 環境対策 

（低騒音型・超低騒音型の使用） 

① 本工事箇所は、特に生活環境を保全する必要がある地域であるので、施工にあたっ

ては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通省告示、平成１３

年４月９日改正）に基づき指定された建設機械を使用すること。 

 ② 本工事において表１－１－１に示す一般工事用建設機械を使用する場合は、｢特定

特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成１７年法律第５１号）｣に基づく技術

基準に適合する機械、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年１０月

８日付建設省経機発第２４９号）」、｢排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規

程（平成１８年３月１７日付け国土交通省告示第３４８号）｣もしくは｢第３次排出ガ

ス対策型建設機械指定要領（平成１８年３月１７日付国総施第２１５号）｣に基づき指

定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。 

ただし、平成７年度建設技術評価制度公募課題｢建設機械の排出ガス浄化装置の開

発｣、またはこれと同等の開発目的で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事

業もしくは建設技術審査照明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設

機械についても、排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことができる。 

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 

排出ガス対策型建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する

建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。   

  



表１－１－１ 

 機   種 備   考  

一般工事用建設機械 

・バックホウ 

・トラクターショベル（車輪式） 

・ブルドーザ 

・発動発電機（可搬式） 

・空気圧縮機（可搬式） 

・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベース

マシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油

圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハン

マ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アー

スオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレー

ションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型

オールケーシング掘削機） 

・ロードローラ、タイヤローラー、振動ローラー 

・ホイルクレーン 

  ディーゼルエンジン（エンジン

出力 7.5kW以上 260 kW以下）を

搭載した建設機械に限る。 

 ただし、道路運送車両の保安基

準に排出ガス基準が定められて

いる自動車で、有効な自動車検査

証の交付を受けているものは除

く。 

・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受け

ているもの 

・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの 

 

  

１－１－１－３２ 交通安全管理 

（安全対策費） 

  安全対策については、交通誘導員を計上しているが、道路管理者及び所轄警察署との

打合せの結果により変更等が生じた場合は設計図書に関しては監督職員と協議するもの

とし、設計変更の対象とする。 

  また、条件変更及び受注者にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図

書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

  

（安全施設類） 

標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置する他、道路管理者

及び所轄警察署並びに地元自治会と打合せを行い実施するものとする。 

道路保安施設設置基準（案）以上の保安施設類が必要な場合、設計図書に関して協議す

るものとし、設計変更の対象とする。 

 

（交通誘導員の有資格）   

 交通誘導員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打

合せ結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督職員と



協議するものとし、設計変更の対象とする。 

  なお、交通誘導員ＡおよびＢとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。 

 

※交通規制を行う工種（農道余呉幹線） 

 ポンプ据付 

 

（交通安全法令の遵守） 

受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監

督職員、道路管理者および所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線および

道路標示に関する命令（平成２６年５月２６日改正 内閣府・国土交通省令第１号）、工

事現場における標示施設等の設置基準（平成２６年１０月１日一部改訂版滋賀県土木交通

部）、道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道路局国道第一課通知昭和４７年２月）

に基づき、安全対策を講じなければならない。 

 

（工事現場における標示施設等） 

受注者は、工事現場における標示施設等の設置基準（平成２６年１０月１日一部改訂版

滋賀県土木交通部）に基づき、標示施設および防護施設の設置および管理をおこなわなけ

ればならない。 

 受注者は、工事標示板等の製作にあたって事前に「工事種別」および「工事内容」につ

いて監督職員の確認を受けなければならない。 

 

配置場所 交通規制対象工種 交通誘導員 編    成 昼夜別 
交替要員 

の有無 
 

農道余呉幹線 交通規制を行う工種 ２名／日 交通誘導員Ｂ２名 昼間 無 



１－１－１－４０ 保険の付保及び事故の補償 

（法定外の労災保険の付保） 

 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

 

 

第２編 材 料 編 

 

第１章 一般事項 

 

第２節 工事材料の品質及び検査（確認を含む） 

（品質証明書等） 

 受注者は、工事に使用する材料のうち共通仕様書第２編第１章第２節表２－１－１以外

の材料の使用にあたっては、その外観及び品質証明書等を照合して確認した資料を事前に

監督職員に提出し、確認を受けなければならない。ただし、ＪＩＳ製品については、使用

届を提出するものとする。 

 

 

 

第３編 土木工事共通編 

 

第１章 総 則 

 

第１節 総 則 

３－１－１－１６ 創意工夫 

 当初請負代金額が２５０万円以上の工事について、工事成績評定においての高度技術、

創意工夫または地域社会への貢献（以下「創意工夫等」という）に対する評価は、施工計

画書にそのことが記載され、または事前に受注者から自主的に創意工夫等にかかる資料が

監督職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当すると判断し、施工等に反映さ

れていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載または資料等の提出がなさ

れていない場合は評価しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             （ その他の特記事項 ） 

 

１．損害賠償 

   工事施工に伴い、通常発生する物件等の破損の補修費および騒音・振動・濁水・交通

障害等による事業損失に係る補償は、受注者の負担において行うものとする。 

 

２．地元説明 

    受注者は、地元説明において、施工方法・工程・交通対策・安全対策等について関係

者が納得するまで十分説明し工事着手すること。安全対策については、工事途中におい

て住民の意見等を聞きながら、見直し改善し、第三者のより安全性を確保して実施する

こと 

 

３．交通安全対策 

  本工事施工区域において、十分交通安全対策については配慮し、各施工時には必要な

保安施設および交通誘導員を配置しなければならない。 

（１）標識類、防護柵等の安全施設類に付いては、現場条件に応じて設置するほか、警察

等第三者との協議に基づき実施するものとする。 

（２）通行止めによる施工箇所については、迂回路、工事期間、受注者名および施工主体

名等、道路使用許可条件に付された内容を明示し、特に緊急連絡体制や夜間照明施設

の保全体制を監督職員に提出のこと。 

（３）工事施工にあたり、当該工事施工区間内である主要地方道および市道を対象として、

工事車両の運行経路および掘削機械等の重機の使用計画を監督職員に提出するととも

に、事前に書面等により道路管理者および周辺住民等に、了解を求めなければならな

い。 

（４）冬期においては、積雪および凍結対策についても、十分対応しなければならない。 

（５） 工事の施行に当たっては道路交通法第７７条による所轄警察署長の道路使用許可

を得、許可条件を遵守すること。                                                      

      また、施工箇所を通行する地元住民への事前広報を徹底し、理解を得ると共に、工

事警戒標識等を十分に設置して各種事故防止に努めること。 

 

４．土曜閉庁における作業について 

 受注者は、工事実施の都合上、土曜日等に作業を行う場合は、共通仕様書第１編（１－

１－１－３６）によるものとする。 

 

５．資源の使用抑制について 

  本工事における工事用重機・車両等の使用にあたっては、アイドリングストップや効率

的な運転を行い、省エネルギーに取り組むこと。 

 

６．その他 

 その他、本仕様書に記載なき事項については、監督職員の指示によること。 





産業廃棄物を収集運搬される方へ

廃棄物処理法施行令・施行規則の改正に伴い、

平成17年4月から平成17年4月から平成17年4月から平成17年4月から
　「産業廃棄物収集運搬車に表示および書面備え付け」　「産業廃棄物収集運搬車に表示および書面備え付け」　「産業廃棄物収集運搬車に表示および書面備え付け」　「産業廃棄物収集運搬車に表示および書面備え付け」

　　　　　　　　　　が義務付けされます。が義務付けされます。が義務付けされます。が義務付けされます。

一部の悪質な事業者による産業廃棄物の不法投棄が多発する中、運搬車に対する取締りを強化するこ
　 とが大きな課題となっています。そのため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改正され、
　走行中の運搬車が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、また、適正な運搬を行っているかどうかを確
　認することが出来るように、産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面備え付けをすることが、平成１７
　年４月1日から義務つけられることとなりました。
　　産業廃棄物収集運搬業の許可業者の方はもちろん、自己で運搬される方も、以下のような表示及産業廃棄物収集運搬業の許可業者の方はもちろん、自己で運搬される方も、以下のような表示及産業廃棄物収集運搬業の許可業者の方はもちろん、自己で運搬される方も、以下のような表示及産業廃棄物収集運搬業の許可業者の方はもちろん、自己で運搬される方も、以下のような表示及
　びびびび書面備え付けが必要となります書面備え付けが必要となります書面備え付けが必要となります書面備え付けが必要となりますので、この新しいルールを守り、産業廃棄物の適正な収集運搬に努め
　ていただきますようお願いいたします。

【産業廃棄物運搬車に必要な表示内容】
　　運搬車を用いて産業廃棄物の収集及び運搬を行う場合には、以下の事項を車体の両側面
　に見やすいように表示しておくことが必要です。
（許可業者の場合）

・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
・許可業者の氏名又は名称
・統一許可番号（下６けた）

（自己運搬の場合）
・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
・事業者の氏名又は名称

（市町村・都道府県の場合）
・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
・市町村又は都道府県の名称
*表示例を裏面に記載していますので、参考にしてください。

【備え付ける書面の内容】
　　運搬車を用いて産業廃棄物の収集及び運搬を行う場合には、当該運搬車に次の書面を備え
　付けておくことが必要です。
（許可業者の場合）

・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
・産業廃棄物管理票（マニフェスト）（なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフ
 ェスト加入証の写し及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの
 電子情報とその情報を表示できる機器）

（自己運搬の場合）
・「氏名又は名称及び住所」、「運搬する産業廃棄物の種類及び量」、「運搬する産業廃棄物
　の積載日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先」、「運搬先の事業場の名称、
　所在地及び連絡先」を記載した書面

（市町村・都道府県の場合）
・事務として行う産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを証する書面
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様式第４号（第十条関係）           様式第６号（第十条関係）   

 低騒音型建設機械の標識低騒音型建設機械の標識低騒音型建設機械の標識低騒音型建設機械の標識            低振動型建設機械の標識低振動型建設機械の標識低振動型建設機械の標識低振動型建設機械の標識 

         

備考１．色彩は地を青色、文字を黄色、     備考１．色彩は地を緑色、文字を黄色、 

    その他の部分を白色とする。         その他の部分を白色とする。 

  ２．外円の直径は 80mm以上とする。     ２．外円の直径は 80mm以上とする。 

 

 

 

様式第５号（第十条関係） 

 超低騒音型建設機械の標識超低騒音型建設機械の標識超低騒音型建設機械の標識超低騒音型建設機械の標識 

  

備考１．色彩は地を青色、文字を黄色、 

    その他の部分を白色とする。 

  ２．外円の直径は 80mm以上とする。  



別紙様式第１号
令和　年(20  年)  月   日

　不当要求
　業務妨害

　滋賀県長浜警察署長　様

　　長　 浜　 市　 長　 様　

(通報者)　　　　　　　　　　　　　　　

※ 滋賀県 　　　　警察署

取扱署等 　　　　　　課

（本社） 電話 (      )    -    

所在地 FAX (      )    -    

（現場事務所） 電話 (      )    -    

FAX (      )    -    

名　称

（現場事務所の代表者）

（通報者の職・氏名）

電話 (      )    -

通報者 （対応者）

 等 　　所属会社名 電話 (      )    -

　　氏　名

　　役　職

住所 電話 (      )    -

FAX (      )    -

所属

役職

氏名

令和　　年　　月　　日　　　　時　　分頃　

〔元請・下請〕(下請の場合は、現場事務所の所在地) 電話 (      )    -

FAX (      )    -

工事件名

不当介入の

内容・被害

の状況

（警察への通報） 有　・　無

（通報先警察署） 滋賀県 警察署 課

（通 報 日 時 ） 令和　　 年　　 月　　 日　　　 時　　　 分頃　　　

　２　不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。
　３　下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（発注者）が聞
　　取り調査をして記入し、通報すること。
　４　※の欄は、警察署において記入すること。

注１　第一報は、この様式に必要事項を記入したうえ、長浜警察署刑事課あて電話で行った後、
    その旨を　「警察への通報状況」の欄に記入して発注者及び長浜警察署あて送付（電子
    メール・FAX可）すること。

不 当 介 入 事 案 通 報 書

警察への
通報の状況

請  負  者

不当介入の
行為者

発生日時
・場所

代表者



 

（下請負人用） 

 誓  約  書 

 

（あて先） 

 長浜市長 浅見宣義 

住所：                        

商号または名称：                    

代表者 職･氏名：                 印  

 

 以下に掲げるすべての項目について、事実と相違ないことを誓約します。 

  

記 

 

１ 次のいずれかに該当する者ではありません。 

  (ｱ) 役員等（下請負人が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をい

い、支店・営業所等の場合にはその代表者を含む。以下、「役員等」という。）が暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に

規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）であると認められる者 

  (ｲ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下、「暴力団」という。）または暴力団員が経営に実質的に関与してい

ると認められる者 

  (ｳ) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を

加える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

  (ｴ) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するな

ど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認め

られる者 

  (ｵ) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者 

 

 ２ 長浜市から役職員名簿の提出を求められた場合には速やかに提出するとともに、本誓約書

および役職員名簿を長浜警察署及び木之本警察署に提供することに同意します。 

 

３ 下請負人等を使用する場合において、長浜市から下請負人等の誓約書および役職員名簿の

提出を求められた場合には、速やかに下請負人等から誓約書および役職員名簿を徴し、元請

負人を通じて長浜市に提出します。 
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熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について 

 

１．用語の定義 

（１）真夏日 

５月１日から９月 30 日までの期間における日最高気温が 30℃以上の日をいう。 

ただし、夜間工事の場合は、５月１日から９月 30 日までの期間における作業時間帯の

最高気温が 30℃以上の場合とする。 

（２）工期 

工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働

日、後片付け期間の合計をいう。 

なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体

を一時中止している期間、工事の始期日から着手日までの期間および工事の終期日より 20

日前の期間は、含まない。 

（３）真夏日率 

以下の式により算出された率をいう。 

①当初から適用する場合 

真夏日率＝工期期間中の真夏日日数 ÷ 工期 

②既契約工事に適用する場合 

真夏日率＝基準日から工期末までの真夏日日数 ÷ 工期 

 

２．対象工事等 

（１）対象工事 

主たる工種が屋外作業である工事、除草・剪定等の土木施設維持管理委託を対象とす

る。 

ただし、工場製作工を含む工事は、当該期間を工期および真夏日から除くものとする。 

（２）対象地域 

全ての地域を対象とする。 

 

３．積算方法等 

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率

に加算する。 

なお、補正値は、「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」および「緊急工事

の場合」と重複する場合においても最高２％とする。 

また、補正は変更契約において行うものとする。 

（１）現場管理費 

対象純工事費 ×（（現場管理費率 ×補正係数）＋補正値） 

（２）補正値の算出 

補正値（％）＝ 真夏日率 × 補正係数※ 

※補正係数：１．２、補正値、真夏日率は小数点以下３位を四捨五入し２位止めとす

る。 

（３）施工箇所点在型への適用 

施工箇所点在型工事については、点在する箇所毎に補正を行うことができるものとす
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る。 

 

４．気温の計測方法等 

（１）計測方法 

受注者に施工計画書へ、計測期間中における気温の計測方法および観測箇所を記載させ

る。 

気温の計測は、原則として、以下のいずれかの公表データを収集する※1こととする。ま

た、観測地点は、施工現場の最寄り地点とし、施工期間中の変更は行わないものとする。 

①気象庁が公表している地上気象観測所の気温 

②環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ） 

なお、WBGT を用いる場合は、WBGT が 25℃以上となる日を真夏日とみなす。 

（参考）気温および WBGT の掲載箇所 

気象庁ＨＰ https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php 

環境省ＨＰ http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php 

 

ただし、これにより難い場合は、事前に監督職員と協議のうえ、施工現場を代表する１

地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることも可と

する。 

なお、計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。 

 

※1 データの収集および報告資料作成に当たっては、「熱中症対策に資する現場管理費

の補正額算出サイト」（https://nechusho.kensetu-navi.com/）を使用することも

可とする。 

 

（２）計測結果の報告 

別紙１を参考に工事打合せ簿により報告させるものとする。報告時には計測結果の資料
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添付させるものとする。 

 

（３）真夏日日数の確認方法 

受注者からの報告書をもって確認を行う。 

 

５．既契約工事における変更 

（１）気温の計測期間 

計測期間は、受発注者協議により「基準日」を定め、当該基準日から工期末までの期間

のうち５月１日から９月 30 日における、真夏日にあたる日数を計測するのもとする。 

なお、計測方法等については、４．に準じること。 

 

 


